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別紙４ 

 

　連絡

　各部長の判断により連絡

　必要に応じて

　医療を行う過程で，患者に予期せぬ重大な障害が発生した場合の院内連絡体制

アクシデント発生時の対応について

　　　⑵　夜間・休日

　　　⑴　昼間（平日）

日当直医師 医療安全推進室
（医療安全管理者）

日本医療安全調査機構

アクシデント発生部署

医療安全推進室
（医療安全管理者）

担当医師

各部署の長

院　長所轄警察署

医療安全推進室長
（医療安全対策委員長）

所轄警察署 院　長

　宏人会

理事長

事務長

事務長

アクシデント発生部署

各部署の長

日本医療安全調査機構

　宏人会

理事長

医療安全推進室長
（医療安全対策委員長）




